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令 和 ８ 年 ６ 月 県 議 会 定 例 会 議 案 一 覧

第１号 令和８年度香川県一般会計補正予算議案

○ 歳入歳出予算  別表１のとおり

第２号 香川県議会議員及び香川県知事の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例議案

    ○ 善通寺市において、電磁記録投票法の規定による条例が制定されたことを踏まえ、同法の規定に基づき、香川県議会議員及び香川県知事

の選挙の投票をいわゆる電子投票機により行うために必要な事項を定めるため、条例を新たに制定するもの。

（主な内容）

       ・ 条例を定めた市町の区域内の投票区においては、香川県議会議員及び香川県知事の選挙の投票は、電子投票機を用いて行う方法によ

ることとする。

       ・ 電子投票機における表示の方法は、全ての候補者の氏名及び党派別を映像面に同時に表示する等の方法とする。

    ○ 施行期日  公布の日
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第３号 香川県認定こども園の認定の要件に関する条例等の一部を改正する条例議案

     ○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部

科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。

（主な改正内容）

      ・ 認定こども園の設置者は、保育士等一定の環境の下で子どもに接する児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認等の措置を講じるこ

とを認定要件に加える。

      ・ 満３歳以上の子どもの学級編制について、原則として１学級の子どもの数を３０人以下（現行３５人以下）に改める。

     ○ 施行期日  公布の日、令和８年１２月２５日

第４号 香川県地方活力向上地域における県税の特別措置条例の一部を改正する条例議案

○ 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。

      （主な改正内容）

       ・ 県税の課税免除又は不均一課税の対象となる特定業務施設整備計画の認定期限及び本条例の適用期限をそれぞれ２年間延長する。

○ 施行期日  公布の日（ただし、令和８年４月１日から適用）
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第５号 香川県監査委員条例等の一部を改正する条例議案

     ○ 地方自治法等の一部改正に伴い、関係条例について引用している条項を改めるもの。

① 香川県監査委員条例の一部改正

② 香川県立病院事業の設置等に関する条例の一部改正

③ 香川県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

④ 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正

     ○ 施行期日  令和８年９月２４日

第６号 和解による損害賠償の額の決定について

○ 令和４年９月に県立中央病院で発生した医療事故に伴うもの。

○ 相 手 方  Ａ及びＢ（患者の遺族）

○ 損害賠償額  ３２，０００，０００円


